
 

瀬戸 職員定数条例 一部を改正する条例を に公 する  

成 月 日 

瀬戸 長 増 岡 錦 也  

瀬戸 条例第 号 

瀬戸 職員定数条例 一部を改正する条例 

瀬戸 職員定数条例 昭和 瀬戸 条例第 号 一部を次

うに改正する  

次 表 改正前 欄に掲 る規定を同表 改正 欄に掲 る規定に下

線 示す うに改正する

改正  改正前 

 定数   定数  

第 条 職員 定数 次 各号に定める ろ

に る  

第 条 職員 定数 次 各号に定める ろ

に る  

  ＜省略＞  ＜省略＞ 

  地方自治法第 条第 項に規定する職

員 うち 長 補助機関たる職員 人 

 地方自治法第 条第 項に規定する職

員 うち 長 補助機関たる職員 人 

  地方自治法第 条第 項に規定する職

員 うち地方公営企業法 昭和 法 第

９ 号 第 条に規定する企業職員 

９人 

 地方自治法第 条第 項に規定する職

員 うち地方公営企業法 昭和 法 第

９ 号 第 条に規定する企業職員 

人 

 か ⑾ま  ＜省略＞  か ⑾ま  ＜省略＞ 

及び  ＜省略＞ 及び  ＜省略＞ 

  

附 則 

条例 成 月 日か 施行する  


